
第３回鳥栖市都市計画道路見直し検討懇話会 

 

 

日時：平成 30 年 5 月 24 日（木）10：30～ 

場所：鳥栖市役所 3 階大会議室 

 

次 第 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）委嘱状の交付【資料 1】 

 

（２）都市計画道路の見直しについて 

①これまでの検討内容【資料 2-1】 

②鉄道交差３路線について【資料 2-2】 

 

３．その他  

 

４．閉 会 

 

 

 

 

 

 

  

（事務局） 

鳥栖市 産業経済部 建設課 

〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町 1118 番地 

電話番号：0942-85-3597 
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資料 

資料 1 
鳥栖市都市計画道路見直し検討懇話会名簿/ 

設置要綱 

資料 2-1 ①これまでの検討について 

資料 2-2 ②鉄道交差 3 路線について 

 

 



鳥栖市都市計画道路見直し検討懇話会 

（委員） 

№ 区分 氏名 団体名及び役職名等 

1 学識経験者 ◎柴田
し ば た

 久
ひさし

 
福岡大学工学部教授 

（鳥栖市都市計画審議会 副会長） 

2 学識経験者 ○松永
まつなが

千晶
ち あ き

 
九州大学工学部助教 

（交通計画・都市計画等の専門） 

3 自治会 蓮本
はすもと

博記
ひ ろ き

 鳥栖市区長連合会 鳥栖地区会長 

4 自治会 鈴木
す ず き

正美
ま さ み

 鳥栖市区長連合会 鳥栖北地区会長 

5 自治会 山口
やまぐち

重昭
しげあき

 鳥栖市区長連合会 基里地区会長 

6 自治会 大石
おおいし

光信
みつのぶ

 鳥栖市区長連合会 田代地区会長 

7 商工 古賀
こ が

久
ひさ

登
と

 鳥栖商工会議所 専務理事 

8 観光 中村
なかむら

涼子
りょうこ

 鳥栖観光コンベンション協会 副会長 

9 まちづくり 鈴木
す ず き

登美子
と み こ

 

認定ＮＰＯ法人とす市民活動ネットワーク 

代表理事 

（鳥栖市都市計画審議会 委員） 

10 建築士 能
のう

冨素
とみもと

江
え

 
鳥栖地区建築士会 副会長 

（鳥栖市都市計画審議会 委員） 

11 関係機関 山下
やました

義
よし

孝
たか

 
九州旅客鉃道株式会社 

施設部 企画課 担当課長 

12 関係機関 山田
や ま だ

隆則
たかのり

 
国土交通省 九州地方整備局 

佐賀国道事務所 所長 

13 関係機関 福岡
ふくおか

啓
ひろ

功
かつ

 佐賀県 県土整備部 都市計画課 課長 

14 関係機関 平尾
ひ ら お

 健
たけし

 佐賀県 県土整備部 道路課 課長 

15 関係機関 杉野
す ぎ の

 朗
あきら

 
佐賀県 東部土木事務所 所長 

（鳥栖市都市計画審議会 委員） 

※順不同・敬称略 ◎会長、○副会長 

資料１ 



鳥栖市都市計画道路見直し検討懇話会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 本市の都市計画道路の見直しに当たり、見直しの検討を行うため、鳥栖市都市計

画道路見直し検討懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（1）都市計画道路の見直し計画の策定に関すること。 

（2）その他都市計画道路の見直しに関し市長が必要と認めること。 

 （組織） 

第３条 懇話会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者、各種団体の代表者、市民等のうちから市長が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する所掌事務が終了する日までとする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 懇話会は、会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、建設課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年９月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年５月３１日から施行する。 



第３回
鳥栖市都市計画道路見直し検討懇話会資料

平成３０年５月２４日

佐賀県 鳥栖市

１．これまでの検討懇話会における検討内容（平成28年度）
２．鳥栖市将来道路網の方針（案）について（平成29年度）

資料２-１

（２）都市計画道路見直しについて
①これまでの検討内容



（都）久留米甘木線

（都）飯田蔵上線

（都）酒井西宿町線

（主
）鳥
栖
久
留
米
基
山
筑
紫
野
線

１）検討懇話会設置の目的

・平成27年度に「鳥栖駅周辺まちづくり基本構想」で示された鳥栖駅橋上化の方針を受け、鳥栖駅周辺ま
ちづくりの検討と併せて、方針が未決定であった鉄道交差3路線を中心とした都市計画道路の見直し方針
について、広く有識者や関係者の意見を伺い幅広い視点から議論を行うことを目的とし、平成28年度よ
り関係機関等との検討懇話会を開催

▼見直し対象都市計画道路 鉄道交差３路線

１．これまでの検討懇話会における検討内容 （平成28年度実施）

1

凡 例

高速道路

国道

主要地方道
一般県道

主要な市道



２）平成28年度検討懇話会について

・平成28年度に実施した第1回及び第2回検討懇話会のスケジュールと協議内容について以下に示す。

１．これまでの検討懇話会における検討内容 （平成28年度実施）

2

協議内容 協議結果

第1回
検討懇話会
H28年5月31日（火）

○懇話会の目的・スケジュールについて
○鳥栖駅周辺まちづくり基本構想について
○鳥栖市都市計画道路の見直しの経緯・課題について

→「3路線以外の広域的な交通動

向とも整合を図るべき」との意見を
受けた。

第2回
検討懇話会
H29年2月28日（火）

○道路網の課題について
○市街地道路の機能強化の検討について
○今後の検討方針について

→第1回検討懇話会の意見を受け、

今後の対応（将来道道路網の方
針の検討）について説明を行い了
承を得た。

道路網の課題：集中する市街地の交通混雑の緩和

2

① (国) 3号、 (国) 34号等の広域的な幹線道路の交通混雑

市域にとどまらない広域的な幹線道路の(国)3号、 (国)34号等は、国、県、市において
課題解決に向けて検討

②市街地の主な道路の交通混雑

まちづくりなどの観点からも検討が必要な市街地の道路は、市において関係機関と
協議しながら、課題解決に向けて検討

市街地の交通混雑の緩和に向けた今後の検討



３）平成28年度検討懇話会にて決定した今後の検討方針について

勉強会等で関係機関と協議・検討し、
検討内容について熟度を上げて頂く。

東西方向（鉄道交差）3路線含む道路
の機能強化・役割分担等について、
検討懇話会で検討。

① 久留米甘木線
② 飯田蔵上線
③ 酒井西宿町線 等

3

・国道3号（鳥栖拡幅
区間以南）、
国道34号 等

（広域的な幹線道路）

・第1回検討懇話会の意見を踏まえ、鳥栖市の将来道路網の方針との整合を図る必要がある。
・東西方向（鉄道交差）３路線を含む市街地の主な道路の機能強化・役割分担等について検

討するにあたり、交通（道路網）の課題である交通混雑緩和に向けて、広域的な交通の
観点から、将来道路網の方針検討を行う。

・市街地の主な道路

鳥栖市の将来道路網の方針（案）

将来的に国県において
整備方針等を検討

見直し方針決定

整合

国、県など関係機関との協議

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
連
携

１．これまでの検討懇話会における検討内容 （平成28年度実施）

※平成29年度に策定



１）合同会議

・合同会議については以下のとおり。

4

協 議 内 容

第1回合同会議

H29年5月25日

○現況道路網の交通課題

○将来道路網の方針検討内容

○国、県の道路ネットワークに関する情報提供

第2回合同会議

H29年9月1日

○地域の将来像の仮設定（新たな開発交通量等の設定）

○交通課題である国道34号の交通混雑緩和を目的に、味坂SIC（仮）整備等を考慮した道路ネットワーク

における将来交通量を推計し、国道34号の交通混雑緩和への効果等を検証

第3回合同会議

H29年11月20日

○地域道路網の現状整理（需給バランス、ネットワーク、網密度）

○地域の将来像と将来道路網の課題（都市マス検討業務等とも整合）

○将来道路網の基本方針（都市計画の基本方針は都市マス業務等とも整合）

○将来交通量推計、評価

事前協議

H30年2月9日～15日

○道路網の整備効果（主要道路の整備効果）

○将来道路網の設定（路線の位置付け、機能）

第4回合同会議

H30年2月19日

○将来道路網の検討方針について

○将来道路網の方針（案）について

２．鳥栖市将来道路網の方針（案）について （平成29年度実施）



・現在の都市計画道路、国道3号鳥栖拡幅、鳥栖久留米道路など事業中の路線、味坂SIC (仮)及びアクセ
ス道路は整備されることを想定し、これらを既定計画道路網とした。

・将来の交通量推計は、H42の需要を予測した。

２）将来道路網の方針検討における前提条件

３34

鳥栖IC

▲現況ネットワーク

現況道路網
・H17年現況OD
・H29年現況道路網
国県道と主な市道（都市
計画道路等）より構成

※ネットワークは、幹線道路である都市計画道路のほか県道など相互通行可能な道路を抽出

鳥栖IC

34

既定計画道路網
・H42年将来OD
・既定計画道路網
現況道路網+現都市計画道路+
事業中路線+味坂SIC（仮）及び
アクセス道路

酒井西宿町線

３

5

既定計画道路網について、分析及び課題の抽出を行います。

▲既定計画ネットワーク

味坂SIC（仮）
アクセス

味
坂
SIC

（仮
）

※OD：Origin（起点・出発点）とDestination（終点・目的地）の略称であり、地域間を行き来する
自動車交通の流動量をまとめたもの。

２．鳥栖市将来道路網の方針（案）について （平成29年度実施）



・交通機能、都市空間機能における既定計画道路網の課題、及び対応方針から検討し、将来道路網の方針
（案）を提案した。

３）既定計画道路網の課題及び対応方針と将来道路網の方針（案）の提案

①国道34号、国道3号、(主)久
留米基山筑紫野線の渋滞

既定計画道路網の課題

②国道34号の通過交通が多く
残存

③ネットワークの不連続性

④市街地内に東西の長トリップ
が流入

⑤生活・交通拠点への利便性
が低い地区がみられる

⑨新たな拠点間の連携強化

①

①
②

③

③

④

※⑤：全体的な道路網、 ⑦：市内の幹線道路、 ⑧：市内の緊急輸送道路
は、個別対策ではなく、市内全体の道路の対応方針です。

⑨

①主要幹線道路の渋滞解消

対応方針

②国道34号からの通過交通
の排除

③東西・南北連携などネット
ワークの連続性強化

④東西長トリップの抑制

⑤生活・交通拠点への時間
短縮

⑨拠点間のアクセス強化

⑥地域の安全性が低い地区が
みられる

⑥歩道設置率の向上

⑥

交
通
機
能
（交
通
処
理
）

都
市
空
間
機
能
（ま
ち
づ
く
り
）

⑨

新たな土地利用への対応

⑦幹線道路の死傷事故率が悪
化

⑧緊急輸送道路の渋滞損失時
間が残存

⑦幹線道路の安全性向上

⑧緊急輸送道路の交通負荷
軽減

将来道路網の方針（案）
の提案

市北西部
の骨格道路形成

市南部
の骨格道路形成

拠点間のアクセス強化

▲対応方針図

34
３

③

①

6

③

③

③

新産業集積
エリア

味坂SIC（仮）
周辺開発

鳥栖IC

味
坂
SIC

（仮
）

２．鳥栖市将来道路網の方針（案）について （平成29年度実施）



４）将来道路網の方針（案）

7

【将来道路網の方針（案）の作成に向けての考え方】
将来道路網の方針（案）は、既定計画道路網を基準に、「交通処理」や「まちづくり」の視点から検
討し、課題解決に向けて効果的な幹線道路ネットワークの素案を表したものです。

【将来道路網の方針（案）の検討を踏まえた方向性】
「交通処理」や「まちづくり」に関する課題の解決に対して大きな効果を発揮するためには、市街地
外側の市北西部及び市南部において、広域的な幹線機能を有する骨格道路を形成することが必要と考
えられます。

【将来道路網の方針（案）】
既定計画道路網を踏まえた上で、広域的な幹線機能を有する骨格道路を市街地外側の市北西部・市南
部に位置付ける案を提案します。

【今後の対応】
①広域的な幹線機能を有する骨格道路の整備計画については、「将来道路網の方針（案）」を活用

して課題解決等を図って頂くよう国や県に要望していくとともに、市としても課題解決に努めて行
きます。

②鉄道交差３路線を中心とした都市計画道路については、「将来道路網の方針（案）」を踏まえた上
で、道路の位置付け（場所、機能、構造、実現性等）を総合的に勘案し見直しの検討を行います。

③「将来道路網の方針（案）」及び来年度より作成を開始する「都市計画道路の見直し方針」につい
ては、今後策定する鳥栖市都市計画マスタープランに反映します。

④広域的な幹線機能の実現に向けては、関係機関との十分な調整を図っていくこととします。

２．鳥栖市将来道路網の方針（案）について （平成29年度実施）



味坂SIC（仮）

8

（県）中原鳥栖線

（都）酒井西真木線

（都）酒井西宿町線

（都）飯田蔵上線

※広域的な幹線機能の実現に向けては、関係機関との十分な調整を図っていくこととします。

５）将来道路網の方針（案）

（県）鳥栖朝倉線

（県）鳥栖停車場線

（都）鳥栖基山線

山浦SIC（仮）

２．鳥栖市将来道路網の方針（案）について （平成29年度実施）



６）将来道路網の方針（案）の今後の取扱いについて

9

整合

鳥栖市の将来道路網の方針（案）
※平成29年度に策定

２．鳥栖市将来道路網の方針（案）について （平成29年度実施）

・平成29年度に策定した「将来道路網の方針（案）」に基づき、都市計画道路（鉄道交差3路線）見直し方
針検討を行うこととする。

平成29年度に策定した「将来道路網の方針
（案）」を基に、都市計画道路(鉄道交差3路線）の見
直し検討を行う。

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
連
携



第３回
鳥栖市都市計画道路見直し検討懇話会資料

平成３０年５月２４日

佐賀県 鳥栖市

１．鳥栖市都市計画道路見直し計画
２．鉄道交差3路線の現状と課題
３．検討スケジュールについて

資料２-２

（２）都市計画道路見直しについて
②鉄道交差3路線について



1
※鳥栖市都市計画道路見直し計画（平成23年2月3日）を基に作成

方針未決定
「計画内容再検討」

今回見直しが必要

(都)久留米甘木線が方針未決の
ため廃止手続きが未進捗

１． 鳥栖市都市計画道路見直し計画

・平成23年2月に策定した「鳥栖市都市計画道路見直し計画」を以下に示す。
・現在、鉄道交差3路線は、「計画内容再検討」として方針未決定。

1



１）鉄道交差3路線（方針未決定）都市計画決定内容

・方針未決定である、鉄道交差３路線（(都)久留米甘木線、 (都)飯田蔵上線、 (都)酒井西宿町線）の都市
計画決定内容について、以下に示す。

２．鉄道交差3路線の現状と課題

2

（都）久留米甘木線

（都）飯田蔵上線

（都）酒井西宿町線

（主
）鳥
栖
久
留
米
基
山
筑
紫
野
線

都市計画
道路名

都市計画決定内容 備考

方針未決定区間
「計画内容再検討」

鉄道交差部 鉄道交差部

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

決定日
幅員
（ｍ）

車線数 構造 現況

（都）久留米
甘木線

1,550 12.0 S38.11.20 12.0 2
平面交差
（幡崎踏切）

平面交差
（幡崎踏切）

（都）飯田
蔵上線

800 20.0～25.0 H2.3.9 25.0 4
立体交差
（跨線橋）

なし

（都）酒井西
宿町線

1,450 25.0 H2.3.9 25.0 4
立体交差
（跨線橋）

なし

▲鉄道交差3路線

▼鉄道交差3路線における都市計画決定内容



２-1）鉄道交差3路線の課題【(都)久留米甘木線】

・(都)久留米甘木線の課題について以下に示す。

33

(都)久留米甘木線

現状の課題

・幡崎踏切の渋滞
(都)久留米甘木線とJR線とは平面交差の踏切に
なっており、朝夕は渋滞が発生している状況である。

・歩道未設置区間残存
歩道がない区間があり、歩車分離が図られてい
ないため、生活道路に大型車が進入し、交通安全
上問題があったことから、大型車進入規制を行っ
ている状況である。

・緊急対策踏切に幡崎踏切が指定されていた
第1回検討懇話会開催の際には、緊急対策踏切

に指定されていたものの、国土交通省において見
直され、平成28年6月17日に公表された「踏切安全
通行カルテ」では、抽出されていない。
→都市計画道路の見直しにおいて検討（継続）

事業化に向けた課題

・国道と鉄道の近接
国道3号の姫方町交差点と幡崎踏切間の距離が

近いため（約９０ｍ）、鉄道を越えるためにはループ
橋等の大規模な構造物が必要となる。

・沿線での家屋連担
都市計画道路沿線には家屋が連担している。

① ②

③
④

①

②

④

凡例
： 鉄道交差部
： 撮影方向

２．鉄道交差3路線の現状と課題



２-2）鉄道交差3路線の課題【(都)飯田蔵上線】

・(都)飯田蔵上線の課題について以下に示す。

44

(都)飯田蔵上線

現状の課題

・曽根崎町付近（高橋）の渋滞
交通量が多く、曽根崎、曽根崎西交差点付近で
は朝夕など時間帯による渋滞がみられる。

事業化に向けた課題

・沿線での土地利用の進行
鉄道交差付近では都市計画道路沿線での土地
利用が進んでいる。

・(都)本鳥栖藤木線及び(都)鳥栖駅田代線
との交差部（連続性困難）

(都)本鳥栖藤木線及び(都)鳥栖駅田代線がJR

線と近接しているため、鉄道を越える場合、(都)

本鳥栖藤木線及び(都)鳥栖駅田代線との道路構
造上の連続性の確保が困難である。

① ②

③ ④(都)飯田蔵上線〔計画線イメージ〕

(都)飯田蔵上線〔計画線イメージ〕

① ②
④

③

凡例
： 鉄道交差部
： 撮影方向

２．鉄道交差3路線の現状と課題



２-3）鉄道交差3路線の課題【(都)酒井西宿町線】

・(都)酒井西宿町線の課題について以下に示す。

55

(都)酒井西宿町線

事業化に向けた課題

・国道34号と(都)酒井西宿町線との交差部
（連続性確保困難）

JR線（盛土部）に対し、国道34号がアンダーに
なっていることから、道路構造上、(都)酒井西宿
町線から国道34号への連続性確保は困難である。

・(都)今泉田代線と(都)酒井西宿町線との
交差部（連続性確保困難）
(都)酒井西宿町線が鉄道を越えるためには、
オーバーブリッジとなることに対し、(都)今泉田代

線はアンダーになっていることから、道路構造上、
連続性確保が困難である。

・都市計画道路区域内での住宅開発
JR西側区間における住宅開発等により、都市計
画道路区域内に家屋が張り付いている。

③ ④

②

④

②①

国道34号

JR線路

(都)酒井西宿町線

(都)今泉田代線

JR線路

２．鉄道交差3路線の現状と課題

凡例
： 鉄道交差部
： 撮影方向



３）現況交通量について

・平成27年度道路交通センサスに基づく現況交通量を以下に示す。
・(都)久留米甘木線は10,900台/日（※）、(都)飯田蔵上線は10,852台/日、(都)酒井西宿町線は4,000
台/日（※）であった。

▲鳥栖市道路網の現況交通量 6

出典：平成27年度全国道路・街路交通情勢調査
（H27道路交通センサス）

※鳥栖市にて行った交通量調査結果を示す。
※1：平成22年度実施
※2：平成26年度実施
※3：平成27年度実施

15,583
4,198

14,704 26,613

24,441

8,138

10,852

14,881

51,29840,453

414

9,400

16,856

24,697

36,601

現況交通量：
平日24時間交通量（台/日）

7,280

19,423

9,700※3

10,900※1

4,000※2

２．鉄道交差3路線の現状と課題

【(都)久留米甘木線】

【(都)飯田蔵上線】

【(都)酒井西宿町線】
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４）現況の路線における利用状況（交通量推計（H17現況OD）より算出）

(都)久留米甘木線 (都)飯田蔵上線 (都)酒井西宿町線

（区間A）
○交通量：98～146百台/日
（鉄道交差部：98百台/日）
（区間B）
○交通量：90～133百台/日

内外交通が最も多く、次いで鳥
栖市内々交通が多い。
通過交通の利用は少ない。

（区間A）
○交通量：119～123百台/日
（区間B）
○交通量：72～106百台/日
（鉄道交差部：101百台/日）
鳥栖市内々交通（区間Bでは最
多）及び内外交通（区間A最多）が
多い。通過交通の利用は少ない。

（区間A）
○交通量：10～13百台/日
（区間B）
○交通量：30百台/日
（鉄道交差部：30百台/日）

内外交通が最も多く、次いで
鳥栖市内々交通が多い。
通過交通の利用はわずか。

主に内外交通で利用されており、

交通量も多いため、近隣市町村
や主要な施設間の交通を集約し
て処理する都市の骨格を形成す
る道路と考えられる。

主に鳥栖市内々交通又は内外交
通で利用されており、交通量も多
いため、近隣市町村や主要な施
設間の交通を集約して処理する
都市の骨格を形成する道路と考
えられる。

主に内外交通及び鳥栖市内々
交通で利用されているが、交通
量は少ないため、主要幹線街路
又は都市幹線街路で囲まれた
区域内において、幹線街路を補
完し、区域内で発生する交通を
集散させるための補助的な道路
と考えられる。

・現況の鉄道交差３路線（見直し区間）における利用状況について、以下に示す。
・鉄道交差３路線は、主に、鳥栖市内の内々交通や内外交通が多く、通過交通は少ない。
・(都)久留米甘木線と(都)飯田蔵上線は都市の骨格を形成する道路、 (都)酒井西宿町線は補助的な道路と考
えられる。

22%

69%

9%

内々 内外 通過

36%

55%

9%

内々 内外 通過

17%

75%

8%

内々 内外 通過

49%47%

4%

内々 内外 通過

46%
50%

4%

内々 内外 通過

41%
59%

0%

内々 内外 通過

（区間A） （区間A） （区間A）

（区間B） （区間B） （区間B）

▲鉄道交差3路線区間位置図

凡例
： 見直し箇所
： 交通量、OD※確認区間

▼鉄道交差3路線の利用状況

２．鉄道交差3路線の現状と課題

※OD : Origin（起点・出発点）とDestination（終点・目的地）の略称で
あり、地域間を行き来する自動車交通の流動量をまとめたもの。
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５）交通量推計に基づいた交通量及び混雑度※1について（鉄道交差部）

・鉄道交差3路線における現況及び将来、都市計画道路を整備した場合の交通量及び混雑度について以下に示す。
・(都)久留米甘木線：現況での交通量は多いが、将来は交通量が減少することから交通容量に余裕がでることが予
測されている。

・(都)飯田蔵上線：現況での交通量は多く、将来についてはやや増加するものの、4車線整備とする場合は交通容量
に余裕がでることが予測されている。

・(都)酒井西宿町線：現況での交通量は少なく、将来についても大きな増加はないため、引き続き交通容量に大き
な余裕があると予測されている。

▲交通量及び混雑度について

２．鉄道交差3路線の現状と課題

(都)久留米甘木線

車線数：（現況）2車線、（将来）2車線

(都)酒井西宿町線

車線数：（現況）2車線、（将来）4車線

(都)飯田蔵上線

車線数：（現況）2車線、（将来）4車線

※2※2

※2

※1.混雑度について

混雑度とは、道路の混雑の度合いを示す数値。交通容量に
対する交通量の比。「佐賀県長期未着手都市計画道路見直
しガイドライン」(H19.11)において、「道路の交通容量」の混雑
度の考え方を基に混雑度1.25未満を適正値とするとしている。
【混雑度の考え方】

（「道路の交通容量」（社）日本道路協会より抜粋）
※2.将来：鳥栖市将来道路網の方針（案）をもとにした推計。

混雑度 交通状況の推定

1.0未満
昼夜12時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。

渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。

1.0以上～

1.25未満

昼夜12時間のうち道路が混雑する可能性のある時間帯が１～２時間

（ピーク時間）ある。

1.25以上～

1.75未満

ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加

速度的に増加する可能性の高い状態。ピーク時のみの混雑からの日

中の連続的混雑への過度状態と考えられる。

1.75以上 慢性的混雑状態を呈する。

凡例
：交通量（百台/日）、 ：混雑度
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６）今後の検討方針について

・鉄道交差3路線の見直しにおける今後の検討方針について以下に示す。

鉄道交差3路線の見直し案 提示

見直し案検討の視点（現状・課題より）：
交通混雑緩和、交通安全（歩道設置、通学路）、事業化の課題（道路構造、家屋連担等）、路線の持つ位置付け

佐賀県長期未着手都市計画道路見直しガイドライン

・鉄道交差3路線における各視点からの検討
・鉄道交差3路線のあり方検討

次回
（第4回検討懇話会（8月））

２．鉄道交差3路線の現状と課題

その他の視点：
まちづくり（土地利用計画、都市防災等）

項目 (都)久留米甘木線 (都)飯田蔵上線 (都)酒井西宿町線

課題

現状の課題
○幡崎踏切の渋滞
○歩道未設置区間残存（交通安全上の問題）
事業化に向けた課題
○国道と鉄道の近接
○沿線での家屋連担

現状の課題
○曽根崎町付近（高橋）の渋滞
事業化に向けた課題
○沿線での土地利用の進行
○(都)本鳥栖藤木線及び(都)鳥栖駅田代線との
交差部（連続性確保困難）

事業化に向けた課題
○国道34号と(都)酒井西宿町線との交差部（連
続性確保困難）
○(都)今泉田代線と(都)酒井西宿町線との交差
部（連続性確保困難）
○都市計画道路区域内での住宅開発

位置
付け

都市の骨格を形成する道路 都市の骨格を形成する道路 補助的な道路

交通量及
び混雑度

交通量：現況→将来 減少
混雑度：現況→将来 減少

交通量：現況→将来 微増
混雑度：現況→将来 減少

交通量：現況→将来 微減
混雑度：現況→将来 減少

▼まとめ



３．検討スケジュールについて

検討内容 備考

平成30年度

第3回
検討懇話会
H30年5月24日開催予定

○H28年検討懇話会内容確認
○将来道路網の方針（案）について
○鉄道交差3路線の現状・課題整理

第4回
検討懇話会
H30年8月開催予定

○鉄道交差3路線のあり方の検討
○鉄道交差3路線の見直し案提示

第5回
検討懇話会
H30年11月開催予定

○見直し案に対する意見集約/評価
○各路線における見直し方針の検討

第6回
検討懇話会
H31年2月開催予定

○各路線における見直し計画素案の提示

平成31年度

第7回
検討懇話会（5月開催予定）

第8回
検討懇話会（11月開催予定）

○見直し計画案策定

１）検討スケジュール（案）

・今後の検討スケジュール（案）について、以下に示す。（今後、進捗状況によっては変更の可能性あり。）

今回

見直し方針決定

パブリックコメント

10

現状・課題整理

見直し案提示

意見集約/評価

計画素案の提示

計画案策定
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